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１【提出理由】

「auAMかんたん投資専用ファンド（株式重視型）」、「auAMかんたん投資専用ファンド（株式シフ

ト型）」、「auAMかんたん投資専用ファンド（債券シフト型）」、「auAMかんたん投資専用ファン

ド（債券重視型）」につき、繰上償還にかかる手続きを行い、金融商品取引法第24条の５第４項およ

び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第14号の規定に基づき、本臨時報告書

を提出するものです。

２【報告内容】

（イ）繰上償還の年月日

2025年12月5日

 

（ロ）繰上償還にかかる決定に至った理由

当ファンドは、設定以降、運用残高が当初の想定を大幅に下回る状態が続きました。今後も運用残高が

増える見込みはないことから、法令および信託約款の規定に基づき、受益者の皆様に書面決議をお願

いし本件可決となりましたので、繰上償還を行いました。

また、償還日から本臨時報告書を提出するまで時間が空いてしまいました。

繰上償還が行われる際に、臨時報告書の提出を失念しておりました。

 

（ハ）繰上償還にかかる情報の受益者への提供

2025年9月19日現在の受益者を対象に書面決議を行うため、繰上償還にかかる情報を記載した書面を

送付いたしました。
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